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●新年のごあいさつ
●令和２年 第４回由良町定例会　ほか
●新型コロナウイルス感染症の拡大防止へのご協力について
●『和歌山県新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等対策に

関する条例』が制定されました　ほか
●償却資産（固定資産税）の申告をお願いします　ほか
●介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付証明について　ほか
●お知らせ
●日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定　ほか
●ゆらこども園通信　ほか
●ゆら部　～ Yura Love ～　ほか
●１月カレンダー
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今 月 の 主 な 内 容



2

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
健
や
か
に
新
春

を
お
迎
え
の
こ
と
と
心
か
ら
お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
。

昨
年
４
月
の
町
長
選
挙
に
お
き
ま
し
て
、
町

民
の
皆
さ
ま
の
温
か
い
ご
支
援
を
い
た
だ
き
、

５
月
か
ら
町
長
に
就
任
し
ま
し
た
。

平
素
は
、
町
政
の
推
進
に
格
別
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
を
振
り
返
り
ま
す
と
、「
新
型
コ
ロ
ナ
」

と
い
う
言
葉
を
聞
か
な
い
日
は
な
い
ほ
ど
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
話
題
が
非
常
に

多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
全
国
的
な

感
染
拡
大
に
よ
り
、
４
月
に
緊
急
事
態
宣
言
が

発
出
さ
れ
、
外
出
や
往
来
の
自
粛
や
学
校
の
休

業
等
が
要
請
さ
れ
ま
し
た
。
緊
急
事
態
宣
言
は

解
除
さ
れ
た
も
の
の
収
束
せ
ず
、
都
道
府
県
別

の
感
染
者
数
等
が
連
日
報
道
さ
れ
る
等
、
生
活

に
不
安
を
感
じ
な
が
ら
お
過
ご
し
に
な
ら
れ
た

と
思
い
ま
す
。

政
府
は
、
特
別
定
額
給
付
金
の
給
付
や
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生
臨

時
交
付
金
の
創
設
等
の
緊
急
経
済
対
策
を
打
ち

出
し
ま
し
た
。
当
町
に
お
き
ま
し
て
も
、
当
交

付
金
を
活
用
し
、
避
難
所
に
お
け
る
感
染
症
対

策
に
係
る
資
材
の
備
蓄
や
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
を
受
け
た
地
域
経
済
及

び
住
民
生
活
の
支
援
の
た
め
の
各
種
事
業
を
実

施
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

特
に
、
町
内
事
業
者
の
事
業
継
続
を
応
援
す

る
給
付
金
は
、２
０
０
を
超
え
る
事
業
者
の
方
々

に
申
請
い
た
だ
き
、
幅
広
く
支
援
で
き
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
影
響

を
よ
り
強
く
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
観
光
業

や
子
育
て
世
帯
へ
の
支
援
、
町
内
で
使
用
で
き

る
ク
ー
ポ
ン
券
の
配
布
な
ど
の
事
業
を
実
施
し

た
と
こ
ろ
で
す
。

昨
年
末
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
急
拡
大
、
重
症
化
は
国
民
的
危
機
と

い
っ
た
状
況
で
は
あ
り
ま
す
が
、
引
き
続
き
皆

様
方
と
共
に
感
染
予
防
の
更
な
る
徹
底
を
図
り
、

由
良
町
を
希
望
あ
る
町
に
発
展
さ
せ
る
た
め
、

「
若
人
が
集
う
実
り
あ
る
町
づ
く
り
」、「
子
育
て

世
代
に
や
さ
し
い
実
り
あ
る
町
づ
く
り
」、「
高

齢
者
に
や
さ
し
い
実
り
あ
る
町
づ
く
り
」
の
実

り
あ
る
３
つ
の
町
づ
く
り
に
全
力
で
取
り
組
ん

で
参
り
ま
す
。

本
年
が
皆
様
方
に
と
っ
て
幸
あ
る
年
と
な
り

ま
す
こ
と
を
お
祈
り
申
し
上
げ
、
年
頭
の
ご
あ

い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

令
和
３
年
を
迎
え
て

由良町長

山名　実
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令和２年第４回定例会が、昨年 12 月８日（火）から 11 日（金）まで行われ、財産の買入れが１件、
条例の一部改正が４件、指定管理者の指定が２件、人事案件が３件、令和２年度の補正予算が３件の、合
計 13 件が慎重な審議の結果、それぞれ承認、可決されました。

令和２年　第４回由良町定例会

　　　　

　　

　　

　　

財産の買入れ
〇由良町立小中学校児童生徒用タブレット端末の買

入れについて

条例一部改正
〇由良町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
〇由良町地域経済牽引事業の促進による地域の成長

発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置に
関する条例の一部を改正する条例

〇由良町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正
する条例

〇由良町介護保険条例の一部を改正する条例

指定管理
〇由良海つり公園の指定管理者の指定について
〇戸津井鍾乳洞の指定管理者の指定について

人事
〇由良町監査委員の選任について

由良町監査委員に原
はら

泰
やすひろ

弘氏（中）が選任同意さ
れました。

〇由良町教育委員会委員の任命について
由良町教育委員会委員に原

はら
千

ち え
恵氏（中）が任命

同意されました。
〇人権擁護委員候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に谷
たにぐち

口 政
まさふみ

史氏（畑）が同
意されました。

補正予算
〇令和２年度由良町一般会計補正予算 [ 第７号 ]
〇令和２年度由良町後期高齢者医療特別会計補正予

算 [ 第２号 ]
〇令和２年度由良町介護保険特別会計補正予算 [ 第

２号 ]

この事業は、新型コロナウイルス感染症に感染した際、重症化しやす
い 65 歳以上の方を対象に、より一層の感染予防対策を図っていただく
ことを目的に行っています。

おひとりあたり、5,000 円（500 円× 10 枚）
クーポン使用可能な店舗は、「がんばろう由良エールクーポン事業」

参加店舗と同じです。
なお、使用期限は令和３年２月 28 日（日）までです。

　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。

昭和 31 年４月１日生まれまでの方を対象に「がんばろう由良エールクーポンシルバー」
を発行しています。

がんばろう由良エールクーポンシルバー
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止へのご協力について

新型コロナウイルス感染症の感染が、全国的に猛烈な勢いで広がっており、県内各保健所管内に
おいても、多くの感染者の方が判明しております。
町民の皆様には、次の 10 項目（県新型コロナウイルス感染症対策本部から）について、ご留意い
ただくとともに、「マスクの着用」や「３つの密の回避」、「手洗い・手指消毒の徹底」など基本的な
感染対策を実施し、今後も引き続き、感染拡大防止にご協力をお願いします。

特に感染が拡大している地域に出かけての会食や接待を伴った飲食をしない
基本的な感染症対策（マスク着用、手洗いなど）を心がけ、会食や接待を
伴う飲食を控えてください。
遅くまで集団で会食・宿泊をしない
友人や知人と夜遅くまで長時間、集団で会食し、そのまま友人の部屋に宿泊するといった行
動は控えてください。
高齢者は、カラオケ、ダンスなどの大規模な催しへの参加を控える
マスクを着用しないまま長時間の接触機会や、感染症対策がしっかり取られ
ていない場所への参加を控えてください。
症状が出れば通勤通学を控えて直ちにクリニックを受診
軽微な症状であっても、かかりつけ医等の身近な医療機関に電話相談をしてください。
濃厚接触者は陰性でもさらに注意
濃厚接触者の方は、１回目のＰＣＲ検査で陰性であっても、経過観察中（２週間）は、必ず
自宅待機を行い、他の人との接触を避けてください。
各事業所で感染拡大予防ガイドラインを遵守
すべての事業所で感染拡大予防ガイドラインの遵守とポスター掲示をお願いします。
医療機関は、まずコロナを疑う
受診された方の症状が咳や微熱等、軽微なものであっても、まずは新型コロナウイルス感染
症を疑い、速やかに検査を実施するなど、早期発見に努めてください。
病院、福祉施設サービスは特に注意
病院や福祉施設等の職員の方は、施設内への持込みが発生しないよう特に注意してください。
事業所では発熱チェック
医療、福祉施設の職員は家族以外との会食を控える

　詳しいことについては、総務政策課（ＴＥＬ６５－１８０１）又は住民福祉課（ＴＥＬ
６５－０２０１）までお問い合わせください。

厚生労働省
ウェブサイト

詳しくはこちら
厚生労働省
新型コロナウイルス
接触確認アプリ
（略称︓COCOA）

COVID-19 Contact Confirming Application
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和歌山県において『和歌山県新型コロナウイルス感染症に係る
誹謗中傷等対策に関する条例』が制定されました

条例の目的
新型コロナウイルス感染症が発生したことに
より、
○新型コロナウイルス感染症に感染したこ
と。
○感染したおそれがあること。
○新型コロナウイルス感染症の感染防止対策
を講じていないおそれがあること。
を理由に、県民や事業者、団体等に対しての
誹謗中傷等が発生していることから、誹謗中傷
等が行われない社会を実現することを目的に制
定され令和２年 12 月から施行されています。

誹謗中傷等の禁止
　インターネットへの投稿や発言、落書きなど
あらゆる方法により、左記の項目を理由に、誹
謗中傷等を行ってはいけません。

本町では、地震発生時の被害軽減を目的に、次の補助を実施しています。申し込み期限が近づいていま
すのでお早めに手続きをお願いします。

事　業　名 内　　容 対　象　者

家具転倒防止器具設置補助
◦家具転倒防止器具の購
入と取付け
　１世帯につき上限５個

町内に住所を有し、次のいずれかに該当する方の
みで構成されている世帯
◦満 65 歳以上の方
◦身体障害者手帳の交付を受けている方
◦療育手帳の交付を受けている方
◦精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
方

感震ブレーカー設置補助
◦感震ブレーカー設置
１世帯につき１回限り
（上限２万円）

ブロック塀等耐震対策補助

◦ブロック塀等の撤去費
（最大 10 万円）
◦ブロック塀等の改善費
（最大 20 万円）
◦ブロック塀等の補強費
（最大 10 万円）

次のいずれかに該当する方
◦町内にあるブロック塀等を所有する個人又は
当該所有者と親族関係にある方
◦町内にあるブロック塀等を所有する法人又は
自治会等の地縁団体
◦町内にあるブロック塀等の所有者の承諾を得
て実施する当該地域の自主防災組織

※対象となるブロック塀等は、避難路に面し危険
であると判断されたものに限ります。

防災関係補助事業

詳しいことについては、総務政策課（ＴＥＬ６５－１８０１）までお問い合わせください。

～ 本年度の申し込み期限は、１月 29 日（金）です ～

詳しいことについては、和歌山県企画部人権局人権政策課（ＴＥＬ０７３－４４１－
２５６１）又は住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。

コロナ差別 相談ダイヤル

０７３－４４１－２５６３Ｔ
Ｅ
Ｌ

０７３－４３３－４５４０Ｆ
Ａ
Ｘ
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　詳しいことについては、税務課（ＴＥＬ６５－１８０２）までお問い合わせください。

償却資産とは、個人又は法人で工場や商店を経営している方が、その事業のために用いること
ができる構造物、機械、装置、工具、器具、備品など（土地・家屋を除く。）のことです。
なお、申告した償却資産の課税標準額の合計が 150 万円に満たないときは、課税されません。

《申告が必要な方》
◦令和３年１月１日現在、町内で事業を営んでいる個人又は法人
◦令和３年１月１日現在、町内で事業を営んでいないが、事業用の償却資産を
貸し付けている個人又は法人
◆申告期限　　２月１日（月）
◆申告方法　　昨年まで申告されている方は、１年間の償却資産の増・減を申告してください。

ただし、昨年電子申告をされた方や新たに事業を始められた方は、１月１日現
在所有されている償却資産をすべて申告してください。新たに申告される方で、
申告書が必要な方は税務課までお問い合わせください。

構造物 店舗内装設備、広告塔、アスファルト舗装路面等
機械及び装置 太陽光発電設備、ブルドーザー、製造設備等
船舶 モーターボート、貸しボート等

車両及び運搬具 鉄軌道用車両、フォークリフト等
　※　自動車税、軽自動車税の対象となるものは除きます。

工具、器具、備品 冷暖房機器、コンピュータ、自動販売機、医療機器、理美容機器等

償却資産（固定資産税）の申告をお願いします

固定資産税について

　詳しいことについては、税務課（ＴＥＬ６５－１８０２）までお問い合わせください。

○家屋を取り壊していませんか？
固定資産税は１月１日現在に所有している土地、家屋及び償却資産に課税される税金です。
住宅、車庫、物置、工場などの家屋で全部又は一部を取り壊したときは、税務課までご連絡くだ
さい。なお、登記をしている家屋については、法務局で滅失登記をしていただくようお願いします。

○固定資産税（土地・家屋）の納税義務者が死亡した場合の手続について
納税義務者が死亡した場合は、その方の配偶者や子どもなどの相続人が納税義務を引き継ぐこと
になります。
登記されている家屋及び土地の正式な所有者の変更は、法務局での相続登記が必要になります
が、その手続きがお済みでない場合、「相続人代表者届出書」により相続人の代表を決めていただく
ことになります。この届出に基づき相続人代表者に納税通知書などを送付させていただきます。（家
屋が登記されていない場合は、「未登記家屋所有者変更届出書」で家屋の所有者を変更できます。）
「相続人代表者届出書」「未登記家屋所有者変更届出書」の必要な方は、税務課までご連絡くださ
い。

○土地の用途変更について
住宅の敷地には特例として、税負担を軽減する制度があります。店舗などを改装し住宅として使
用する場合や、住宅を住宅以外の用途に使用する場合には、税務課までご連絡ください。

固定資産税は、毎年１月１日現在の状況に応じて課税されます。
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本
町
で
は
県
と
共
同
し
て
Ａ
Ｉ
を
活
用

し
た
チ
ャ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
を
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公

式
ア
カ
ウ
ン
ト
「
き
い
ち
ゃ
ん
の
子
育
て

応
援
広
場
」
を
導
入
し
ま
し
た
！

保
育
園
へ
の
入
園
手
続
き
や
子
ど
も
の

予
防
接
種
、
様
々
な
手
当
に
関
す
る
こ
と

な
ど
を
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
に
聞

く
と
き
い
ち
ゃ
ん
が
答
え
て
く
れ
ま
す
。

き
い
ち
ゃ
ん
は
質
問
を
た
く
さ
ん
受
け
る

と
ど
ん
ど
ん
勉
強
し
て
賢
く
な
る
の
で
、

友
達
に
追
加
し
て
た
く
さ
ん
話
し
か
け
て

く
だ
さ
い
ね
♪

子育てに関する疑問にきいちゃんが 24時間 365日お答えします！

　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）又は和歌山県子ども末来課
（ＴＥＬ０７３－４４１－２４９２）までお問い合わせください。

LINE QR コード

◎納付証明が必要となる場合
・社会保険料控除

１月１日から 12 月 31 日までに納付された介護保険料・後期高齢者医療保険料は、所得税の確
定申告や町県民税の申告の際に『社会保険料控除』の対象となりますが、納付証明書が必要な場
合もあります。

・65歳以上で特別徴収（年金天引き）により納付されている方
保険料を特別徴収（年金天引き）で納付されている方は、日本年金機構等から送付されてくる

源泉徴収票の社会保険料がその保険料の納付証明書となります。
ただし、特別徴収で納付されている方で、天引きされている年金の種類が遺族年金や障害年金

の場合は、日本年金機構等から源泉徴収票が送付されませんので、納付証明書が必要となります。

・65歳以上で普通徴収（口座振替、納付書払い）により納付されている方
普通徴収（口座振替、納付書払い）で納付されている方

◎納付証明書の発行手続き
納付証明書を受取りに来られる方の本人確認書類（運転免許証等）をご持参の上、住民福祉課で

手続きを行ってください。

介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付証明について

　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。
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知
ら
せ

お町
税
の
納
期
限

○
町
・
県
民
税
　
　
　第
４
期

○
国
民
健
康
保
険
税
　第
８
期

※
　町
税
の
納
付
は
、
便
利
な
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　税
務
課 

☎
（
６
５
）
１
８
０
２

２
月
１
日
（
月
）

問

県
立
田
辺
産
業
技
術
専
門
学
院
の

令
和
３
年
度
入
学
生
募
集
選
考
試
験

◆
日
時
　２
月
６
日
（
土
）
　９
時
30
分
～

◆
会
場
　田
辺
産
業
技
術
専
門
学
院
（
田
辺
市
）
及
び

東
牟
婁
振
興
局
（
新
宮
市
）

◆
対
象
　高
卒
（
見
込
）
者
以
上
な
ど

◆
選
考
方
法
　筆
記
試
験
（
国
語
・
数
宇
）
及
び
面
接

◆
募
集
定
員
　

◆
費
用
　２
，
２
０
０
円
（
県
証
紙
）

◆
願
書
配
布
　田
辺
産
業
技
術
専
門
学
院
、ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

◆
申
込
　１
月
27
日(

水)

ま
で
に
令
和
３
年
３
月
高
校

卒
業
予
定
の
方
は
在
籍
学
校
に
、
そ
れ
以
外

の
方
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

和
歌
山
県
立
田
辺
産
業
技
術
専
門
学
院

田
辺
市
新
庄
町
１
７
４
５
―
２

☎ 

０
７
３
９
（
２
２
）
２
２
５
９

※
　県
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問

問

付
加
保
険
料
制
度
に
つ
い
て

お
薬
手
帳
を
持
ち
ま
し
ょ
う
！

就
学
援
助
費
に
つ
い
て

付
加
保
険
料
制
度
と
は
、
国
民
年
金
の
一
般
保
険
料

に
加
え
て
付
加
保
険
料
（
月
々
４
０
０
円
）
を
納
め
る

こ
と
に
よ
り
、
老
齢
基
礎
年
金
に
付
加
年
金
が
上
乗
せ

さ
れ
る
制
度
で
す
。

付
加
保
険
料
を
納
め
る
た
め
に
は
、
申
込
み
が
必
要

で
あ
り
、
申
込
み
を
し
た
月
分
か
ら
付
加
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

お
手
続
き
を
ご
希
望
の
方
は
、
住
民
福
祉
課
又
は
田

辺
年
金
事
務
所
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

住
民
福
祉
課 

☎
（
６
５
）
０
２
０
１

　田
辺
年
金
事
務
所 

☎ 

０
７
３
９
（
２
４
）
０
４
３
２

高
齢
に
な
る
と
、複
数
の
病
気
を
持
つ
人
が
増
え
て
き

ま
す
。
病
気
の
数
が
増
え
、受
診
す
る
医
療
機
関
が
複
数

に
な
る
こ
と
で
薬
が
増
え
て
い
き
ま
す
。

薬
が
増
え
る
と
、
薬
同
士
が
相
互
に
影
響
し
合
い
、
薬

が
効
き
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
り
、
効
か
な
か
っ
た
り
、
副
作

用
が
出
や
す
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

日
頃
か
ら
、か
か
り
つ
け
の
医
師
や
薬
剤
師
に
処
方
さ

れ
て
い
る
薬
の
情
報
を
把
握
し
て
も
ら
っ
て
お
く
の
が

安
心
で
す
。自
分
の
処
方
さ
れ
て
い
る
薬
が
わ
か
る
よ
う

に
、
お
薬
手
帳
を
１
冊
に
ま
と
め
て
持
ち
ま
し
ょ
う
。

住
民
福
祉
課 

☎
（
６
５
）
０
２
０
１

就
学
援
助
費
と
は
、
経
済
的
な
理
由
で
、
小
・
中
学

校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
な
児
童
生
徒
の
保
護
者

に
対
し
、
学
用
品
費
、
学
校
給
食
費
及
び
修
学
旅
行
費

な
ど
の
費
用
を
一
部
援
助
す
る
制
度
で
す
。

た
だ
し
、
就
学
援
助
費
の
受
給
認
定
を
受
け
る
た
め

に
は
、
所
得
な
ど
一
定
の
基
準
が
あ
り
ま
す
の
で
、
希

望
さ
れ
る
方
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

教
育
委
員
会
教
育
課 

☎
（
６
５
）
１
８
０
０

問

問

訓
練
科

募
集
定
員
（
人
）

自
動
車
工
学
科

９
人
程
度

観
光
ビ
ジ
ネ
ス
科

15
人
程
度

情
報
シ
ス
テ
ム
科

３
人
程
度



9

昨
年
11
月
26
日
（
木
）
に
、
由
良
町
役
場
に

お
き
ま
し
て
「
由
良
町
と
日
本
郵
便
株
式
会
社

と
の
包
括
的
連
携
に
関
す
る
協
定
書
」
の
締
結

式
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
協
定
書
は
、
由
良
町
と
日
本
郵
便
株
式

会
社
（
由
良
町
内
郵
便
局
及
び
御
坊
郵
便
局
）

が
、
人
的
・
物
的
資
源
を
活
用
し
た
中
で
、
地

域
の
見
守
り
や
道
路
、
空
き
家
等
の
危
険
個
所

の
通
報
、
町
推
奨
産
品
の
Ｐ
Ｒ
な
ど
、
安
心
・

安
全
な
ま
ち
づ
く
り
や
地
域
活
性
化
に
向
け
た

取
組
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の

で
す
。

日本郵便株式会社との

包括的連携に関する協定を締結しました

日本郵便株式会社との

包括的連携に関する協定を締結しました

由
良
町
文
化
財
め
ぐ
り太

平
洋
戦
争
の
こ
ろ
由
良
町
に
は
、
紀
伊

防
備
隊
の
基
地
が
あ
り
ま
し
た
。

紀
伊
防
備
隊
と
は
、
戦
時
中
に
紀
伊
水
道

の
海
防
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
、
近

隣
の
山
頂
に
は
高
射
砲
な
ど
も
設
け
ら
れ
ま

し
た
。

基
地
が
あ
っ
た
た
め
に
、
周
辺
地
域
に
比

べ
て
戦
火
が
及
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
、

町
内
に
は
多
く
の
戦
争
遺
跡
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
。

阿
戸
地
区
に
は
、
９
か
所
の
防
空
壕
が
残

さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
弾
薬
庫
跡
も
残
さ
れ
て

お
り
、
貴
重
な
戦
争
遺
跡
で
あ
り
ま
す
。

 

「阿あ

と戸
の
防ぼ

う
く
う
ご
う

空
壕
」
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ゆ
ら
こ
ど
も
園
通
信

昨
年
11
月
16
日（
月
）か
ら
11
月
20
日（
金
）

ま
で
の
間
、
４
月
か
ら
子
ど
も
た
ち
が
遊
び

の
中
で
作
っ
た
作
品
を
展
示
す
る「
ゆ
ら
ギ
ャ

ラ
リ
ー
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
今
年
度
は
保

護
者
の
方
々
の
み
の
招
待
と
な
り
ま
し
た
が
、

連
日
、
自
分
や
友
だ
ち
、
ク
ラ
ス
の
作
品
を

嬉
し
そ
う
に
案
内
す
る
子
ど
も
た
ち
の
姿
が

見
ら
れ
ま
し
た
。

吹
井
祭
礼
実
行
員
会
が
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
を
活
用

し
、
祭
り
で
使
用
さ
れ
る
唐
船
や

備
品
の
修
繕
を
行
い
ま
し
た
。

祭
り
は
、
子
ど
も
か
ら
お
年
寄

り
ま
で
年
齢
を
問
わ
ず
交
流
を
図

る
こ
と
が
で
き
る
重
要
な
伝
統
行

事
で
す
。
老
朽
化
し
て
い
た
唐
船

を
修
繕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
伝
統

文
化
を
継
承
し
、
地
域
の
つ
な
が

り
を
一
層
深
め
て
い
き
ま
す
。

コミュニティ助成事業を活用し祭具の修繕を行いました！

※　コミュニティ助成事業とは、一般財団法人自治総合
センターが宝くじ受諾事業収入を財源として、コミュ
ニティの健全な発展及び宝くじの普及活動を目的とし
た助成事業です。

令和２年度自衛官募集案内

募集種目 応募資格 受付期間 試験期日 場　　所

※第３回
一般曹候補生 男子

18 歳以上 33 歳未満の方
※　32 歳の方は、条件が
ありますのでお問い合
わせください。

１月８日(金)
まで

１次：１月16日（土）和歌山県民文化会館

２次：２月13日（土） 和歌山地方協力
本部庁舎

　※　採用種目は、陸上自衛隊男子のみです。

　詳しいことについては、自衛隊和歌山地方協力本部御坊地域事務所　御坊市湯川町小松原４１０
－１　丸仁第１ビル１階　ＪＲ御坊駅前　（ＴＥＬ２３－００２０）までお問い合わせください。
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部員No.057

住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住 民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民 全全全全全全全全全全全全全全全 員員員員員員員員員員員員員員員員員員 顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔 見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見 知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知 りりりりりりりりりりりりりりりりりり 作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作 戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦

ゆら部  ～ Yura Love ～

◯お 名 前　　田
たしろ
代 知

とも や
也さん

◯年 齢　　20 代
◯ご 職 業　　自営業
◯お住まい　　網代区
◯頑張っていること・続けていること

しらす屋の４代目として日々修行に修行に修行に修行に修行に修行に修行に修行に修行に
精進しています。精進しています。精進しています。精進しています。精進しています。精進しています。精進しています。精進しています。精進しています。
由良ＦＣのコーチとしてもがんばっています。んばっています。んばっています。んばっています。んばっています。んばっています。んばっています。んばっています。んばっています。んばっています。んばっています。んばっています。んばっています。んばっています。んばっています。んばっています。んばっています。んばっています。んばっています。んばっています。

◯由良町の好きなところ
何もないところが好き !!

◯広報誌読者の方へ
あけましておめでとうございます。新年の漁が始まりますので、
お店にお越しください。

由良町推奨産品　登録事業者のご紹介由良町推奨産品　登録事業者のご紹介

商品 PR

魚
うお
三
さん
商
しょう
店
てん

昭和 30 年に創業し、日高郡で長く親しまれる干物の老舗です。
魚は日高郡内のものを使用していて、日高郡内で漁獲されていない魚は
県外のこだわりの地域から仕入れています。
こだわりポイントは、多くの店は加工後冷凍保存しますが、魚三商店では、
冷凍やけ防止のため冷凍していないことです。冷凍しないことで、変色や
パサパサ感から守り、より美味しい干物を作ることができています。
魚三商店の商品は、町内ではＡコープゆら、町外ではＡコープかわべ、
グルメシティ（田辺市内の店舗・御坊店）等でお買い求めいただけます。
青色のラベルが特徴なので、見つけたら是非手に取ってください。

事業者情報

お問合せ先

事業主（店長名） 中
なかの
野 為

ため お
雄

主な登録産品 丸あじ開き、さば開き、さんま開き
登録品目数 ８品目

住所 由良町大字里 2-3
TEL 0738-65-0038
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広
報

由良町カレンダー由良町カレンダー由良町カレンダー由良町カレンダー由良町カレンダー由良町カレンダー由良町カレンダー由良町カレンダー由良町カレンダー

可燃１・資源１の地区…横浜・網代・衣奈・小引・戸津井・三尾川・糸谷・吹井・柳原・黒田
　可燃２・資源２の地区…里・南・阿戸・江ノ駒・門前・畑・中・大引・神谷
　※ごみは、収集日当日の午前２時までに所定の場所にお出しください。	 	
　詳しいことについては、役場（ＴＥＬ６５－０２００）までお問い合わせください。

月

✂✂✂

✂✂✂

✂✂✂

由良町の人口と世帯

2021年

『防災行政無線』電話確認無料サービス

ＴＥＬ　０１２０－００１－６８７

発行　由良町総務政策課
和歌山県日高郡由良町大字里１２２０番地の１
TEL　０７３８－６５－０２００
ホームページアドレス
http://www.town.yura.wakayama.jp/

１

（　）前月比
令和２年 11 月末現在

人口 5,533 （－ 17）
男性 2,724 （－   9）
女性 2,809 （－   8）
世帯数 2,671 （－   8）

1 金
・元日

2 土

3 日

4 月
・役場開庁 可燃

１

5 火
・健康相談（衣奈会館） 可燃

２

6 水
プラス

チック

7 木
・健康相談（由良町中央公民館） 可燃

１

8 金
可燃
２

9 土
・マイナンバーカードの交付等の
   窓口休日開庁日

10 日
・成人式

11 月
・成人の日 可燃

１

12 火
・消費生活相談窓口（衣奈会館）
・運動教室（由良町中央公民館）

可燃
２

13 水 不燃

14 木
・行政相談（由良町中央公民館） 可燃

１

15 金
可燃
２

16 土

17 日

18 月
可燃
１

19 火
可燃
２

20 水
・粗大ごみ（阿戸） 資源

１

21 木
可燃
１

22 金
可燃
２

23 土

24 日
・マイナンバーカードの交付等の
   窓口休日開庁日

25 月
可燃
１

26 火
・運動教室（由良町中央公民館） 可燃

２

27 水
・粗大ごみ（三尾川） 資源

２

28 木
可燃
１

29 金
可燃
２

30 土

31 日


